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２ 民間参入の拡大による官製市場の見直し 

 

官民役割分担の再構築 

 

(1) 公共サービス分野における民間参入 

 

① 「公の施設」の管理 

    地方自治法（昭和22年法律第67号）では、地方公共団体は住民の福祉を増進

する目的をもってその利用に供するための施設（公の施設）を設けるものとし、

その管理を地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体に限定して委託す

ることができる旨規定している。この規定の趣旨は、施設の利用料金の決定と

収受は民間に委託することができないというにすぎず、それ以外の管理行為に

ついては広く民間へ委託することが可能であることを直ちに地方公共団体に周

知徹底する。【平成14年度中に措置】（Ⅳ住宅ウ①ａ） 

     また、一定の条件の下での利用料金の決定等を含めた管理委託を、地方公共

団体の出資法人等のみならず、民間事業者に対しても行うことができるように

現行制度を改正する。【第156回国会に法案提出予定】（Ⅳ住宅ウ①ｂ） 

 

② 水道事業【平成14年度中に措置】 

地方公共団体が経営する水道事業については、可能な場合には、地方公共団

体の判断により、できる限り民営化、民間への事業譲渡、民間委託を図る。そ

の際より多様な経営主体の参入を確保するため、設備の所有は水道法（昭和32

年法律第177号）上の水道事業者となるための要件とされていないことについ

て、直ちに周知徹底する。（Ⅳ住宅ウ②ａ） 

 また、平成13年の水道法改正により、水道の管理に関する技術上の業務を民

間委託することができることとされたが、事業の一層の効率化を図るため、料

金設定への関与等を含めた包括的な民間委託を推進する。（Ⅳ住宅ウ②ｂ） 

 

③ 下水道事業【平成14年度中に措置】 

下水道事業については、現行下水道法（昭和33年法律第79号）の下でも、悪

質下水の排除規制、排水区域内の下水道の利用義務付け等に係る公権力の行使

以外の事務の相当部分が既に民間事業者に委託されているが、民間事業者の創
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意工夫をいかし事業の効率化を進めるため、設備の維持修繕、料金設定への関

与等を含めた包括的な民間委託を推進する。（Ⅳ住宅ウ③） 

 

④ 一般廃棄物処理 

一般廃棄物の処理については、民間委託や許可業者による収集が年々増加す

るとともに、近年では、最終処分についてもＰＦＩ手法の活用により一般廃棄

物処理施設の建設、運営を民間が行う事例も見られるようになっている。 

こうした状況を踏まえ、一般廃棄物の処理に関しては、市町村に課せられて

いる処理責任が十分果たされるよう留意しつつ、一般廃棄物の処理における民

間委託、ＰＦＩ手法の導入等を進めるための環境整備を図り、更に業務委託を

拡大していく。【逐次実施】（Ⅲ環境イ⑨ａ） 

 なお、一般廃棄物処理業者の許可要件については、「当該市町村による廃棄

物の処理が困難であること」という条項の運用の在り方を明確に示す。【平成

14年度中に措置】（Ⅲ環境イ⑨ｂ） 

 

⑤ 病院 

国立病院については、廃止、民営化等をするものを除き、平成16年度からの

独立行政法人化が進められているが、当該業務を継続させる必要性、組織の在

り方について、個別施設の廃止、民営化等を含め、遅くとも独立行政法人設立

後の最初の中期目標期間終了時に速やかに検討を行い、結論を得、その結果に

基づき、所要の措置を講ずる。【最初の中期目標期間終了時に速やかに検討・結

論】（Ⅳ医療ウ⑦ａ） 

社会保険病院、厚生年金病院については、現在、国が施設を設置し、経営は

公益法人等に委託して行っている。国自らが施設を設置する必要性は薄れてい

ると考えられる病院については、現状を精査し、私立医療法人への移譲を含む

整理合理化等所要の措置を講ずる。【平成14年度以降逐次実施】（Ⅳ医療ウ⑦ｂ） 

労災病院については、平成16年度から独立行政法人化し、一部について廃止、

民営化等をすることとされているが、当該業務を継続させる必要性、組織の在

り方について、個別施設の廃止、民営化等を含め、遅くとも独立行政法人設立

後の最初の中期目標期間終了時に速やかに検討を行い、結論を得、その結果に

基づき、所要の措置を講ずる。【最初の中期目標期間終了時に速やかに検討・結

論】（Ⅳ医療ウ⑦ｃ） 
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⑥ 職業紹介・職業訓練 

職業紹介については、民間による有料職業紹介事業の取扱職業の原則自由化

が行われたところであるが、無料職業紹介についても求職者、求人企業双方に

とって質の高いサービスが提供できるよう、公共職業安定所の保有する求人情

報等の民間への公開や、管理職・専門職等の紹介に関する民間への業務委託等

を進め、民間のノウハウを一層いかしつつ職業紹介ができるようにする。【平

成14年度以降逐次実施】（Ⅳ雇用ア③ａ） 

職業訓練については、雇用・能力開発機構について平成16年３月からの独立

行政法人化が進められているが、一層の民間委託を進める等により民間教育訓

練機関の育成を図るとともに、当該業務を継続させる必要性、組織の在り方に

ついて遅くとも独立行政法人設立後の最初の中期目標期間終了時に速やかに検

討を行い、結論を得、その結果に基づき、所要の措置を講ずる。【最初の中期目

標期間終了時に速やかに検討・結論】（Ⅳ雇用ア③ｂ） 

 

⑦ 公営ガス事業等の地方公営企業【逐次実施】 

公営ガス事業については、行財政改革の進展等により、民間への事業譲渡や

民間委託が進められているが、既に同様の民間事業者が多数存在している状況

を踏まえ、さらに民営化、民間への事業譲渡、民間委託を推進する。（Ⅲ競争エ

⑫ａ） 

 また、公営バス事業、病院事業等他の地方公営事業においても、同様に民営

化、民間への事業譲渡、民間委託を推進する。（Ⅲ競争エ⑫ｂ） 

 

⑧ 駐車違反対応業務・自動車保管場所証明業務 

都市における交通渋滞を緩和し、効率的な経済活動を実現するためには、違

法駐車問題の解決が重要である。都心部における駐車違反対応を効率化するた

め、当該業務の民間委託を推進することが必要である。現在の制度においては、

民間委託は、違法駐車車両の警告等に限られているが、今後、現場における駐

車違反対応業務の民間委託を幅広く行うことができるように、広く国民の意見

を踏まえながら、駐車違反に関する法制度の在り方を含めて検討する。【平成

15年度中に結論】（Ⅳ住宅ア⑨ａ） 

また、違法駐車対策に資する自動車保管場所証明業務については、現在、現
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地調査、データの入力について民間委託が行われているが、今後、更に委託先

の拡大を推進する。【平成15年度中に措置】（Ⅳ住宅ア⑨ｂ） 

 

⑨ 地方税の納税【平成15年度中に措置】 

地方税の納税は、現在、民間金融機関において行うことはできることとされ

ているが、納税者の利便の向上を図るため、コンビニエンスストア等において

も納税をすることができるようにする。（Ⅳ金融オ23） 

 

⑩ 刑務所【平成15年度中に措置】 

   刑務所については、民間委託が可能な範囲を明確化し、ＰＦＩ手法の活用等

により、民間委託を推進する。（Ⅳ法務ウ④） 

 

⑪ 国税の納税【平成15年度中に措置】 

   国税の納税は、現在、日本銀行代理店等である民間金融機関において行うこ

とはできることとされているが、納税者の利便の向上を図るため、既に行われ

ている口座振替に加え、ＡＴＭやパソコン、携帯電話を使った納税をすること

ができるようにする。（Ⅳ金融オ22、ⅢＩＴエ32ｄ(b)） 

 

⑫ 学校 

国立大学は、高度な学術研究を担うとともに、高等教育の機会均等の実現に

貢献してきたが、今後、教育研究機能を更に高度化し、国際競争力ある大学づ

くりを目指す必要がある。このため、国立大学については法人化と教員・事務

職員等の非公務員化を平成16年度を目途に開始することとされているが、教育

研究業績の評価や私立学校法人との業務運営等の比較も行った上、当該業務を

継続させる必要性、組織の在り方について、遅くとも法人設立後の最初の中期

目標期間終了時に速やかに検討を行い、結論を得、その結果に基づき、所要の

措置を講ずる。【最初の中期目標期間終了時に速やかに検討・結論】（Ⅳ教育

ア⑤ａ） 

国公立の小中高大を始めとする学校全般に対する民間参入を促進する観点

から、ＰＦＩ手法、公設民営方式の活用等を推進するとともに、民間委託が可

能な範囲の拡大、明確化を図る。【平成15年度中に措置】（Ⅳ教育ア⑤ｂ） 
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⑬ 国民年金保険料の納付 

国民年金保険料の納付は、現在、民間金融機関においては行うことができる

こととされているが、国民の利便の向上を図るため、コンビニエンスストアに

おいても納付をすることができるようにする。【平成15年度中に措置】（Ⅳ金

融オ24ａ） 

また、既に行われている口座振替に加え、ＡＴＭやパソコン、携帯電話を使っ

た納付をすることができるようにする。【平成16年度当初に措置】（Ⅳ金融オ

24ｂ、ⅢＩＴエ32ｄ(c)） 

 

⑭ 回路配置利用権等の登録事務【平成15年度中に措置】 

回路配置利用権等の登録については、既に公益法人が指定法人として全面的

に事務を行っているところであるが、「公益法人に対する行政の関与の在り方

の改革実施計画」（平成14年３月29日閣議決定）にあるように、政府責任を維

持した上で、「法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁量の余

地のない形で国により登録された公正・中立な第三者機関」が当該事務を行う

こととし、民間の参入の拡大を図る。（Ⅲ基準１(2)③） 

 

⑮ 工業所有権に関する事務 

我が国産業の国際的な競争力を今後とも高めていくためには、新たな価値を

生み出す優れた発明等に係る権利の適切な保護と有効な活用が可能となるよう

な仕組みを整備することが重要である。一方、現在の工業所有権については、

審査期間の長期化等により、優れた発明等に係る権利の適切な保護と有効な活

用に影響が生じることが懸念されている。 

 このため、迅速かつ的確な審査等により早期に権利を登録することができる

よう、国内特許文献に関する調査業務に関しては、既に指定法人に行わせてい

るところであるが、さらに国内非特許文献や外国特許文献に関する調査業務等

に関しても、当該指定法人に行わせることにより、民間への業務委託の範囲を

一層拡大する。【平成15年度中に措置】（Ⅲ基準１(2)④ａ） 

また、現在、特許権の調査業務を行わせている指定法人については、今後、

この業務が更に拡大すると見込まれるため、公益法人に限定せず、幅広く民間

を指定することができるよう検討し、結論を得る。【平成15年度中に結論】（Ⅲ

基準１(2)④ｂ） 
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 なお、実用新案権については、近年の登録が減少している状況を踏まえ、廃

止も含めて検討する。【平成15年度中に結論】（Ⅲ基準１(2)④ｃ） 

 

⑯ 競売【平成15年度中に検討・結論】 

競売手続については、現在行われている競売物件の評価及び情報提供につい

ての民間委託の運用が適切に行われるよう、その実情を調査し、運用上見直す

べき点について所要の措置（運用改善についての要望を含む。）を採る。（Ⅳ

法務イ27） 

 

⑰ プログラムの著作物の登録事務【平成15年度中に検討・結論】 

プログラムの著作物の登録については、既に公益法人が指定法人として全面

的に事務を行っているところであるが、当該事務を行わせることができる指定

法人を公益法人に限定しないことも含め、当該事務の実施主体の在り方につい

て、見直しを図る。（Ⅲ基準１(2)⑤） 

 

⑱ 恩給の支給【速やかに検討、平成16年度までに結論】 

 恩給の支払事務は、現在、郵便局で行われているが、恩給受給者の利便の向

上のため、支払事務と併せ行われている窓口相談・債権管理事務が円滑に行わ

れるための条件整備を始めとして、支払事務を民間金融機関においても行うこ

とができるよう、検討する。（Ⅳ金融オ25） 

 

⑲ 切手、葉書、証券、政府刊行物等の製造等【最初の中期目標期間終了時に速

やかに検討・結論】 

印刷業務については、平成15年4月から独立行政法人化されることとされて

いるが、独立行政法人の業務とされているもののうち切手、葉書、証券、政府

刊行物等の製造、印刷等については、既に競合する民間事業者でも実施されて

いることを踏まえ、廃止、民間への移管を含め、当該業務を継続させる必要性、

組織の在り方について遅くとも独立行政法人設立後の最初の中期目標期間終了

時に速やかに検討を行い、結論を得、その結果に基づき所要の措置を講ずる。

（Ⅲ競争エ⑬） 

 

上記①～⑲以外の国の事務・事業についても、民営化、民間への事業譲渡、民
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間委託を積極的に推進することが重要である。このため、各府省は、「行政改革大

綱」（平成12年12月１日閣議決定）に基づいて、所管事務・事業の全般について

計画的、積極的に民営化、民間への事業譲渡、民間委託を推進する。【平成14年

度以降逐次実施】（共通的事項５(3)） 

 また、総務省は、民営化、民間への事業譲渡、民間委託の実施状況を毎年度の

「行政改革大綱」の実施状況に関するフォローアップの中で明らかにする。【平成

14年度以降逐次実施】（共通的事項５(3)） 

地方公共団体の行う事務・事業についても、地方自治の観点を尊重しつつ、上

記①～⑲と同様の趣旨で取り組むよう、各府省は地方公共団体に要請する。【平成

14年度以降逐次実施】（共通的事項８） 

 また、総務省は、優良事例を地方公共団体に周知するとともに、地方公共団体

の取組状況を適切に把握し、公表する。【平成14年度以降逐次実施】（共通的事項

８） 

 

(2) 民間参入拡大の推進方策 

 

① 民間への事業主体変更の円滑化【平成14年度中に措置】 

補助金の交付を受けて建設した施設について事業主体の変更（例えば、地方

公共団体から民間への変更等）を行う場合であっても、住民に提供されるサー

ビスの実態に変化がなく、補助目的等に照らし適当であるときは、補助金の取

扱いを変えないことができる旨を明確にする。（Ⅲ競争エ⑭ａ） 

 地方債の発行により建設した施設について地方公共団体から民間事業者に対

する貸付け等の方法により事業主体の変更を行う場合であっても、当該施設が

低廉な利用料で広く住民の利用に供されるか否か等を総合的に勘案し、地方公

共団体が自ら事業主体となる場合と同様の公共性を有するときは、地方債の繰

上償還を要しない旨を地方公共団体に周知する。（Ⅲ競争エ⑭ｂ） 

 

② ＰＦＩ事業の推進【平成14年度中に措置】 

   ＰＦＩ手法を有効に活用するためには、民間の創意工夫が最大限発揮できる

ようにすることが重要である。 

   このため、(a)入札前に、リスク分担等の契約内容の明確化を図るために、

国・地方公共団体と入札参加者が十分に意思疎通を行い、必要があれば、全て
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の入札参加者に周知した上で契約書案の変更を行うこと、(b)事業内容に応じ

て、資格審査段階において、まず簡易な事業提案に係る審査を行うことにより、

入札前の多段階選抜を行うこと、(c)入札後の契約締結の際に、入札前には確定

していないリスク分担等の明確化を図るために契約書案の変更を行うことにつ

いて、現行法令上可能である事項を発注者に対して明示する。（Ⅳ住宅イ⑥） 

 

 


